
能力等級制度
（能力本位の任用基準の整備）

新規採用
（試験制度見直し）

民間人材の
積極的活用

退職管理・退職手当の適正化

人材育成コース
能力開発支援策

公募制
女性の活用
勤務環境整備

能力本位で
適材適所の
任用の徹底

人材の有効活用

能力・成果主義の給与

新たな公務員制度（全体のイメージ）

職責給 業績給
能力給

（基本給）

公正で納得性の高い評価

能力評価

業績評価

機動的な組織・定員管理
業務遂行規範／目標管理
企画・執行両機能の強化
国家戦略スタッフの創設

組織の活性化

＋ ＋



○能力等級制度（イメージ） 
 

 すべての官職を職務遂行に当たり必要とされる能力の程度に基づ

いて一定の役職段階に区分し、当該役職段階に応じた能力の等級体

系を構築。 

 

等級 １級 ２級 ・・・ ×級 

本府省 （   ） （   ） ・・・ （   ）

管区機関 （   ） （   ） ・・・ （   ）

府県単位機関 （   ） （   ） ・・・ （   ）

役 

職 

段 

階 

地方出先機関 （   ） （   ） ・・・ （   ）

 

注１）（  ）内には、組織区分ごとに役職段階（課長クラス、課長

補佐クラス、係長クラス、係員クラスなど）を設定。 

 ２）等級ごと、組織区分ごとに、期待される職務行動を具体的に

表した「職務遂行能力基準」を策定し、昇任基準として活用。 

 

＜職務遂行能力基準（例）＞ 

１級  予め定められた手順や上司の具体的な指示に基づき正確

に業務を行う。 

 事実を把握し上司等に迅速かつ正確に報告する。 

・・・ 

 

×級  担当する行政分野の課題解決のためのビジョンを創出し、

その実現に向けた戦略を打ち出す。 

 管下職員に対し適切な業務配分を行い、達成すべき業務目

標を的確に指示し、人的資源を最大限に活用する。 

・・・ 

 



○新給与制度（イメージ） 
 

＜給与体系＞ 

指定職 
（本府省審議官クラス以上） 

管理職層 
（本府省企画官クラス以上、 

地方支分部局等課長クラス以上）

一般職層 
（課長補佐クラス以下）

年 

俸 

（職責反映部分） 

（業績反映部分） 

能力給 

職責給 

業績給 

能力給 

（職責給） 

業績給 

注）一般職層の職責給は、一部職員（本府省課長補佐等）のみ支給。 

 

 

＜能力給＞ 
 能力等級ごとに給与額の幅を定める。 

 （「定額部分」と「加算部分」の合計とする。） 

 

 定額部分：「能力等級」別の定額。 

 加算部分：一定の範囲内（上限額まで）で、 

      毎年の業績評価に応じて昇給。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・ 

 

 

 

 

加算 

部分 

定額 

部分 
１級 

能力等級（昇格） 

業績評価に 

応じた昇給 

 

 

金 

額 

２級 ×級 



＜職責給＞ 
 官職を一定の基準の下で「職責ランク」に格付け。 

 「職責ランク」別の定額を支給。 

 

職責ランク １ ２ ・・・ × 

給与額 ×××円 ×××円 ・・・ ×××円 

注）官職ごとに格付け可能な職責ランクの幅の中で、各府省が個々

の官職をその時々の職責に応じて職責ランクへ格付ける。 

 

 

＜業績給＞ 
 「安定的支給部分」と「業績反映部分」の合計とし、賞与として

支給。 

 安定的支給部分：月例給与（能力給等）に比例。 

 業績反映部分 ：業績評価に応じて支給額を決定。 

 

（管理職層） （一般職層） 

業績反映部分 
業績反映部分 

賞 

与 
安定的支給部分 

賞 

与 安定的支給部分 

注）管理職層は業績反映部分の比率を高く設定。 

 

 

＜指定職年俸制＞ 
 指定職については、職責に対する給与を基本に業績反映を含めた

年俸制を導入。 

 月例給与と賞与に分けて支給。 

 

年俸（月例給与＋賞与） 

職責反映部分 
業績 

反映部分 

 



○ 承認案件に限らず、特殊法人等及び公益法人を含め、
再就職状況全般に関する情報の公表を積極的に推進

「天下り」問題への対応について

事前規制のみ 事前・事後の総合チェック

人事院による承認 各大臣による承認

課長以上の
承認案件について

国会に報告

全ての承認案件について
国会報告に加え
詳細な公表

承認基準が不明確
法令で明確な承認基準を
設定し運用基準を公表

承認制度

事後規制

再就職後の規制なし 再就職後の行為規制の導入

営利企業への再就職

○ 法人自体の改革に併せ厳格かつ明確なルール化
○ 特殊法人等及び公益法人の役員に占める公務員出身者の割合

の制限、特殊法人等相互間の「わたり」を厳に抑制
○ 特殊法人等の公務員出身役員の退職金について厳格な見直し

特殊法人等及び公益法人への再就職

再就職状況の公表

※第三者の立場からの関与
の在り方について検討



公務員の種類と人数（人数は原則として平成 年度末）12

大臣、副大臣、政務官、大使、公使等今回基本設計で主に対象としたのは
（約 人）の一般行政職 400

裁判官、裁判所職員
特別職 （約３万人）

（約３２万人） 国会職員
（国公法に限定 （約４千人）
列挙） 防衛庁職員

（約２９万人）
国家公務員
（約１１０万人）

行政職員
(約２５万人)

教育職員
（約７万人）

医療職員
（約６万人）非現業

国家公務員
税務職員（約５０万人）
（約５万人）

公安職員
（約４万人）

研究職員
（約１万人）

その他
公務員 （約１万人）
(約４４０万人) 一般職 検察官

（約８２万人） （約２千人）
国営企業職員（郵政、林野、印刷、造幣）
（約３１万人）
独立行政法人(平成 年 月より 法人13 4 57

、約２万人が移行）
特別職（首長、議員等）
（約８万人）

一般行政職職員
地方公務員 （約６７万人）
（約３３０万人） 福祉関係職員

（約４８万人）
一般職 教育公務員
（約３２０万人） （約１２１万人）

警察・消防職員
（約４１万人）
その他（公営企業職員）
（約４３万人）



現行国家公務員法の構成 
 
  
第一章 総則 
   
第二章 中央人事行政機関（人事院の機能、組織等について規定） 
   
第三章 官職の基準  
 

第一節   通則  
 
第二節  職階制  
 
第三節  試験及び任免 

 
第四節  給与 

 
第五節  能率  
 
第六節  分限、懲戒及び保障 

 
第七節  服務  
 
第八節  退職年金制度  

 
第九節  職員団体  
   

第四章 罰則  



 
 

公務員の労働基本権制約の概要 
 
 
 
１． 労働基本権について 
・ 憲法第２８条で労働者の基本的権利を規定 

「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」 
 

・ 労働基本権は、団結権、団体交渉権、争議権の３つの権利から構成。 
 
 
 
２． 公務員の労働基本権の概要 

 職員の区分 団結権 団体交渉権 争議権 
非現業公務員 
 
 

〇 
（警察職員、海上保

安庁職員等は×） 

△ 
（交渉事項を限定、団体協約締

結は不可） 

× 国

家

公

務

員 現業公務員 〇 〇 
（管理運営事項は交渉不可） 

× 

非現業公務員 
 
 

〇 
（警察職員、消防職

員は×） 

△ 
（交渉事項を限定、団体協約締

結は不可（ただし、法令等に抵

触しない範囲で書面協定は可）） 

× 地

方

公

務

員 現業公務員 〇 〇 
（管理運営事項は交渉不可） 

× 
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